
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011  
TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763 
E-mail：takahashi-shinji@spa.nifty.com 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区 高橋しんじ  検索 
☆過去の『区政報告』が HP でご覧になれます。 
☆『区政報告』への感想をぜひお寄せ下さい。 
☆『区政報告』をお店の片隅に置かせて下さい。 
 

高 事 橋しんじ 務所 

 

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
「ふるさと納税」返礼品 

  品川区では区への「ふるさと納税」の額
に応じて、区の名産物などの返礼品を取りそ
ろえています。次のうち区の返礼品ではない
ものを選んで下さい。１つとは限りません。
また、全て正しい場合は、⑦とお答え下さい。 
①大井競馬場Ｌ－ＷＩＮＧ指定席券（ﾍﾟｱ）
②品川ｵﾘｼﾞﾅﾙ風呂敷 
③『品川区史』（2014 年発行） 
④しながわ水族館ﾍﾟｱ招待券 
⑤品川土産セット 
⑥区名所の絵はがき 20 枚ｾｯﾄ 

◎難易度☆☆☆ ※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 
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品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 
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平成 27年 4月 5551.247票（2位。１位と 
58票差）のご支持を頂き、現在３期目。若草幼
稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、早実高、
早大（政経学部政治学科 専攻は地方行
政）・同大学院博士課程で学ぶ。東大研究員、
塾などを経て、教師（早実高、都立日比谷高・
青山高・大森高）。軟式野球ルーキーズ監督。
平成 19 年初当選（2541 票）、平成 23 年 5232  
票（１位）。『議員力検定１級』合格 
☆初心を忘れずにガンバります！ 

 
 

 しがらみのない無所属 

高橋しんじプロフィール  

２月 17～19 日の第１回定例会本会
議の代表質問（会派の代表）・一般
質問を前号と今号で他の議員の質
問（一部）をご報告します。 
Ｑ:他の議員の質問 Ａ:区側答弁 
☆:私のコメント 

◇私は、質問の順番ではありませんでした。 

◇ふるさと納税での歳入の減額 
長崎県平戸市は、ふるさ 

と納税での寄付額は約 14億 
6000万円という。①品川区に 
本来、入るべき歳入がふるさと 
納税により（他の自治体に納入され）いくら減
額されたか。また、今後の減額の見込額は。
②この件の認識は。③品川区に対するふるさ
と納税額を増やす取り組みと抱負は。 

◇民泊について 
    ①区は品川版民泊制度の整備 
を計画している。どのようなﾙｰﾙを 
考えているか。区民・旅行者の安全確保のため
に旅行業法に準ずるべき。②すでに区内で営業
中の民泊業者は、ﾙｰﾙ違反となる。無届業者を
どのように捕捉（ほそく）し、是正を求めるか。 

Ａ：①平成 27 年度区民税では、約 9700万円
の減額。28 年度は、約２億円の減額を見込
んでいる。さらに確定申告により減額は増
える見込み。今後も減額の増加が見込ま
れ、区財政への影響は大きい。②ふるさと
納税により減額となることは、受益と負担
という点で問題があると考える。③抱負
は、制約はあるが返礼品等を魅力あるもの
に工夫し（ふるさと納税の）増加を目指す。  

☆多額の減収が予想されます。財政的対応を！ 

Ａ（区長）:①近隣住民とのﾄﾗﾌﾞﾙが懸念され
るため、ﾙｰﾙづくりで住民不安を払しょく
することが急務。良好な環境・安全確保の
設備基準が重要と考える。②旅館業組合や
民泊実施の検討業者、ﾏﾝｼｮﾝ管理組合等と
情報交換しながら対応を早急に検討する。 

☆区では、旧東海道品川宿（北品川）地域の空
き家を活用した民泊を検討していま 
す。宿泊需要に対応・観光振興と周 
辺でのﾄﾗﾌﾞﾙ防止の両立を求めます。 

 

        ふるさと納税＝任意の地方
自治体に寄付すること。各 

自治体から返礼品（特産品等）が送付される。 
また、寄付額のほぼ全額が住民税・所得税（一 
定の制限有）から控除される。高額返礼品競 
争が過熱し、総務相が自粛通知を出した。 
 

キーワード 

平 戸 市
返礼品：
さざえ他 

 

品川縣(けん) 

ﾋﾞｰﾙ ⑤？？ 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%84%E4%BB%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E7%94%A3%E5%93%81
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発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！ 

☆ご希望の方に『区政報告』をお届け 

いたします(送料は当方で負担します) 
 
 
 
 
 

 

◇ごみ屋敷（旗の台 4丁目）、強制撤去？ 
品川区、行政代執行も視野に入れて対応 

品川区では、ごみ屋敷と化した空き家が問題
となっている。築 50年の木造住宅内には、壊
れたﾃﾚﾋﾞ等のごみが押し込まれている。人が居
住できるｽﾍﾟｰｽはない。所有者の 50代男性は昨
年夏頃から行方不明となっている。「空き家等
適正管理審議会」は、昨年８月、この空き家を
特定空き家に認定。先月、所有者に改善を公示
送達したが、改善されていない。今月中に解体
を実施する旨の戒告（＝最後通達）をする方向
で調整している。このまま変化がなければ、 
                様々な

手続き↗ 

◇高額な特定不妊治療に助成を 
 他区は、医療保険対象外で費用が高額な 

特定不妊治療への都の助成へ上乗せ助成（＝増
額する）している。子育て先進区品川も上乗せ助
成を。また、男性への治療助成を要望する。 

◇小学校・中学校両方の教員免許 
福井県では、所持率 9割である。品川 

区立学校において、施設一体型と分 
離型それぞれの小中学校で、小中両 
方の教員免許をもつ教員の割合は？ 

↗を経て、区長が行政代執行を決断すれば、
４月末にも空き家等特別措置法と区の条
例（＝品川区空き家等の適正管理等に関す
る条例）に基づいた行政代執行に踏み切る
見通し。     参考：3/8 都政新報 

☆昨年 10月の決算特別委員会で私が質問し
た、地域の方々がお困りになっている「空き家」
問題が行政代執行（＝解体、撤去等）という形
で解決に向かう可能性が出てきました。 

Ａ:国の特定不妊治療費助成の拡
充があり、初回治療分助成を倍
増（15 万円⇒30 万円）、男性へ
15 万円。都もすでにそれぞれ独
自に助成拡充・上乗せしている。
手厚くなるので、当面は状況を 

注視していく。区として一般不妊治療のより一
層の周知を図り、多くの利用を促す。 
注 特定不妊治療＝体外受精・顕微（けんび） 
授精。精子と卵子を体外で受精させた後に子 
宮へ戻す点でほぼ同じ流れ。顕微授精は顕微

鏡を利用し卵子に精子を注入する。 

Ａ:小学校で 42％、中学校で９％、 
 施設一体型小中一貫校で 32％。区固有教員
（注 東京都所属の教員ではなく、品川区
が独自に採用している区所属の教員。20人）
は、55％。拡大の必要性を感じている。 

☆品川区では、小中一貫教育を実施しています。
特に施設一体型一貫校では、両方の免許を保  

有していない教員は、指導での
制約がいくつかあります。９年間
一貫した指導のためにも小中両
方の免許取得が必要。区のﾊﾞｯ
ｸｱｯﾌﾟ（勤務面等）を求めます。 

クイズの答え：⑦すべて返礼品（いず
れか１品選択）。①～⑤は 3 万円以上
寄付された方、⑥は 1 万円以上寄付
された方。①ｺﾞｰﾙ前の競馬の迫力と、
競馬場を包み込むｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ演出をお
楽しみ頂けるｽﾀﾝﾄﾞ観戦。②品川宿の
絵。ｵｼｬﾚ。③4500円の区史。④大人
２名だと 2700円相当。⑤３種類あり
ます♪～ ⑥浮世絵等。詳細は HPで。 
 

 
 

◇自転車保険加入を支援 
   中央区、1人 1000円助成 
2016年度から区内で自転車を購 

入したり、整備に出したりした際 
に加入できる保険を対象に 1人当 
たり 1000円助成。事故による高額 
な賠償責任に備えてもらう狙い。購入時等に自転
車に貼り付ける「TS ﾏｰｸ」の付帯保険が助成対象。
衝突事故などで歩行者を死亡させた場合等の補償
額は最大 5000万円。被害者への入院見舞金や運
転者の入院補償等も選べる。掛け金は年間 1000～
2000円程度。         参考：3/3 日経 
 
 

ズ 

朝、駅前にいます！ 
月・水 ＪＲ大井町駅前 
火 京急青物横丁駅前 
木 ＪＲ大森駅前  
金 京急立会川駅前 
☆ 各 7:00-9:30頃 

◎『区政報告』をお配りしています。 
◎議会等の事情で変更する場合があります。 
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 

ちょっとした話ながわ 

        行政代執行＝国や地方公共
団体などの行政機関が、行 

政的な義務（撤去命令等）を果たさない人た 
ちの代わりに行政機関が撤去・排除などを行 
う強制的な行動のこと。法的根拠が必要（こ 
こでは、『空き家等特別措置法』）です。 
 

キーワード 


